
                                  

路側防護柵設置工の施工における出来形確保対策について（運用） 

 

防護柵設置工の施工においては島根県公共工事共通仕様書（以下「共通仕様書」

とする）第３編土木工事共通編第２章一般施工第３節共通的工種２－３－８路側

防護柵工及び「防護柵設置工の施工について」（平成２０年１２月２２日付け技

第４７４号）に基づき実施しているところですが、今般国土交通省の「防護柵設

置工の施工における出来形確保対策について」の改定に伴い「非破壊検査による

鋼製防護柵の根入れ長測定要領（案）」（以下「測定要領（案）という。」を下記

により路側防護柵工（土中埋込み式）の出来形確保対策として実施することとし

ましたので適切に対応して下さい。 

なお、本運用は平成２５年４月１日から適用し、「防護柵設置工の施工につい

て」（平成２０年１２月２２日付け技第４７４号）は廃止します。 

 

 

記 

 

１．監督職員への協議の徹底 

受注者が防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、監督職員と協議し

なければならないことについて、受注者に対して遺漏の無いよう周知徹底を図る

こと。（土木工事共通仕様書第３編土木工事共通編第２章一般施工第３節共通的

工種２－３－８路側防護柵工 参照） 

 

２．出来形管理 

防護柵支柱の根入れ長確保のための出来形管理は、非破壊試験による出来形管

理ならびに、施工本数が小規模の場合（概ね１０本程度）はビデオカメラ撮影に

よる出来形管理（全数管理）を基本とする。 

なお、非破壊試験による出来形管理となる場合において以下の場合は、監督職

員と協議の上ビデオカメラによる出来形管理とすることができる。 

 

（１）防護柵が測定要領(案)の適用範囲外の場合 

（２）受注者が測定機器を調達できない場合 

（３）測定機器が測定要領(案)で定める性能基準を満たさない場合 

（４）非破壊試験による出来形管理が妥当でないと判断される場合 

（５）その他非破壊試験によって出来形管理ができない場合 

 

施工本数が小規模の場合においては監督員との協議により、ビデオカメラ撮影

による出来形管理にかえて監督員等による全数建込状況立会、または非破壊試験

による出来形管理ができるものとする。 



２－１．非破壊試験による出来形管理 

（１）受注者による出来形管理 

受注者は、測定要領（案）に基づき日常の施工管理を実施する。 

なお、非破壊試験に要する費用は、別途技術管理費に積み上げ計上する。 

  ただし、施工本数が小規模の場合において、受注者が非破壊試験による出来

形管理を望んだ場合は、技術管理費用の計上は行わないものとする。 

 

（２）監督職員による確認 

監督職員は、測定要領（案）に基づき防護柵の根入れ長が適正に確保されて

いることを確認する。なお、出来形について疑義が生じた場合は、受注者に対

し事実関係の確認を行うこととする。 

 

（３）検査職員による検査 

検査職員は、測定要領（案）に基づき検査する。その結果、防護柵の根入れ

長に疑義がある場合は、工事請負契約書第３２条に基づき支柱の引き抜きによ

る破壊検査を行う。 

 

（４）完成後における発注者の抽出による出来形確認 

   検査職員は竣工検査終了後、非破壊試験による出来形管理で管理対象外とな

った防護柵支柱に対し、抽出により非破壊試験器による出来形確認検査を行う。 

この場合、検査対象となった箇所の施工者は検査に立ち会うこととし、その

結果、防護柵の根入れ長に瑕疵があった場合は、工事請負契約書第４５条に基

づき発注者は受注者に対し修補を請求するものする。 

 

２－２．ビデオカメラによる出来形管理 

（１）受注者による出来形管理 

受注者は、防護柵の根入れ長が適正に確保されていることが確認できる（建

て込み時の施工状況、若しくは根入れ長の測定状況等）をビデオカメラにより

全本数分を撮影する。監督職員の請求があった場合はその撮影記録及び設計図

書に示した出来形を満足していることを証明した書面（別紙１）を提示すると

ともに、完成検査時に提出するものとする。 

なお、ビデオ撮影に要する費用は、現場管理費の率に含まれる。 

 

（２）監督職員による確認 

監督職員は、上記（１）に基づき請負者から提出された映像により、所要の

埋込み長が確保されていることを全本数確認するものとする。なお、出来形に

ついて疑義が生じた場合は、請負者に対し事実関係の確認を行うものとする。 

 

 



（３）検査職員による検査 

検査職員は、提出された書面（別紙１）を確認する。また、必要に応じて映

像記録により防護柵の根入れ長が確保されていることを確認することができる。                                  

その結果、防護柵の根入れ長に疑義がある場合は、契約書第３２条に基づき、

支柱の引き抜きによる破壊検査を行うものとする。 

 

２－３．監督職員による全数建込状況立会 

（１）受注者による出来形管理 

   防護柵支柱の施工数量が小規模で、監督職員と施工工程の調整を行い監督員

等の立会承諾を得た場合には、監督員等の全数建込状況立会に変えることがで

きるものとする。 

  なお施工工程上、監督職員の承諾が得られない場合は、ビデオカメラによる

出来形管理、又は非破壊試験による出来形管理とする。 

 

（２）監督職員による確認 

  監督職員は、受注者より施工工程資料により、防護柵の全数建込状況立会の

申し出があった場合には、立会日時等の調整が可能な場合は監督員等による防

護柵支柱の全数建込状況立会を実施するものとする。 

なお、日時調整等により監督員等による立会が困難な場合には、受注者に対

しビデオカメラによる出来形管理を指示し、その場合については受注者は「ビ

デオ撮影による出来形管理」とする。 

また、受注者より非破壊試験による出来形管理の申し出があった場合には、

それを認めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

施 工 確 認 書 （案） 

 

 

   工事名               

 

 

                     確認者             

 

 

 

 路側防護柵工（土中埋込み式）の施工について、社内検査の結果、工事請負契

約書、図面、仕様書、その他の契約図書に示された品質、出来形を確保している

ことを確認しました。 

 また、防護柵の所要の埋込み長が確保されていることが確認できる状況（建て

込み時の施工状況、若しくは埋込み長の測定状況等）をビデオカメラにより全本

数分を撮影した資料（ビデオテープ等）を提出いたします。 

 

 

                    平成  年  月  日 

 

                     受注者 住所 

 

                       氏名                       

 

 

（※施工確認者については、「品質証明員」が行うものとする。但し、品質証明

制度を適用していない工事については「主任（監理）技術者」が行うものとする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記仕様書  

 

路側防護柵（土中埋め込み方式）の施工に関する特記仕様書等  

 

防護柵設置工の施工においては島根県公共工事共通仕様書（以下「共通仕様書」

とする）第３編土木工事共通編第２章一般施行第３節共通的工種２－３－８路側

防護柵工に基づくが、土中埋め込み式の防護柵（以下「防護柵」とする。）の支柱

埋め込み深さの出来形管理確保のため下記の施工管理を実施すること。  

 

１．監督職員への協議の徹底  

受注者が防護柵を設置する際に、障害物がある場合などその施工に支障がある

場合は共通仕様書の規定のとおり監督職員と設計図書に関しては必ず協議するこ

と。 

  

２．防護柵設置工における出来形確保対策について  

１） 受注者は、防護柵設置工の出来形管理方法について、防護柵設置工着手前

に監督職員と協議しなければならない。  

 

２） 受注者は、支柱の建て込み時に現地の状況等により建て込みが困難な場合

は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。  

 

３）  受注者は、防護柵の所定の根入れ長を確保するため、非破壊試験による  

出来形管理、ならびに施工本数が小規模の場合（概ね１０本程度）はビデオ

カメラ撮影による出来形管理（全数管理）を基本とする。  

なお、非破壊試験による出来形管理の場合となる場合において以下の場合

は、監督職員と協議の上ビデオカメラによる出来形管理とすることができる。 

 

① 防護柵が別添「非破壊試験による鋼製防護柵の根入れ長測定要領（案）」  

（以下「測定要領(案)」という。）の適用範囲外の場合。 

② 受注者が測定機器を調達できない場合。 

③ 測定機器が測定要領(案)で定める性能基準を満たさない場合。 

④ 非破壊試験による出来形管理が妥当でないと判断される場合。 

⑤ その他非破壊試験によって出来形管理ができない場合。 

 

施工本数が小規模の場合においては監督員との協議により、ビデオカメラ

撮影による出来形管理にかえて監督員等による全数建込状況立会、または非

破壊試験による出来形管理ができるものとする。  

 

４） 非破壊試験による出来形管理  

測定要領（案）に従い施工管理を実施する。  

なお、非破壊試験に要する費用は別途技術管理費に積み上げ計上する。  

叉、発注時非破壊試験費用を見込でいない場合、監督職員と協議のうえ非  

破壊試験による出来形管理を行うこととした場合は設計変更の対象とする。 



ただし、施工本数が小規模の場合において、受注者が非破壊試験による出

来形管理を望んだ場合は、技術管理費用の計上は行わないものとする。  

 

５） 完成後における発注者の抽出による出来形確認  

    検査職員は竣工検査終了後、非破壊試験による出来形管理で管理対象外と

なった防護柵支柱に対し、抽出により非破壊試験器による出来形確認検査を

行う。 

この場合、検査対象となった箇所の施工者は検査に立ち会うこととし、そ

の結果、防護柵の根入れ長に瑕疵があった場合は、工事請負契約書第４５条

に基づき発注者は受注者に対し修補を請求するものとする。 

 

６） ビデオカメラによる出来形管理  

受注者は、防護柵の根入れ長が適正に確保されていることが確認できる状  

況（建て込み時の施工状況、若しくは根入れ長の測定状況等）をビデオカメ  

ラにより全本数分を撮影する。監督職員の請求があった場合はその撮影記録 

及び設計図書に示した出来形を満足していることを証明した書面を提示す

るとともに、完成検査時に提出するものとする。  

なお、ビデオ撮影に要する費用は現場管理費の率に含まれる。  

 

①支柱建て込み前の根入れ長測定状況  

②支柱建て込み直前(機械セット時)から建て込み完了まで連続撮影  

 

なお、撮影したビデオテープ等の記録媒体は施工確認書(別紙 12 様式―１) 

とともに監督職員へ提出する。  

 

７） 監督職員等による全数建込状況立会  

防護柵支柱の施工数量が少量で、監督職員と施工工程の調整を行い監督  

職員の立会承諾を得た場合には、監督員等の全数建込状況立会に変えること

ができるものとする。  

なお、施工工程上、監督職員の承諾が得られない場合は、ビデオカメラに  

よる出来形管理とする。  

また、受注者より非破壊試験による出来形管理の申し出があった場合には、

それを認めるものとする。  

 

３．これらに定められていない場合は、監督職員と協議する。  

 

附則 

この特記仕様書は平成２５年４月１日以降に入札手続を開始する工事から適用

する。 

 

 

 



 

 

島根県における路側鋼製防護柵の根入れ長出来形管理手法フロー

路側防護柵の根入れ長さ出来形管理

小規模工事

非破壊試験による

出来形管理

全数ビデオ撮影によ

る出来形管理

支柱建込後、監督員による非破

壊試験箇所抽出(全本数の20％)

抽出分を非破壊試験

で出来形管理

結 果 提 出

出来形管理対象外となった防護

柵支柱について竣工検査後に抽出

により出来形確認検査を実施。

結 果 提 出

NO

YES

NO

NO
監督員の立会

監督員建込立会

による出来形管理

YES

全数ビデオ撮影に

よる出来形管理

監督員協議
非破壊試験による

出来形管理

費用は現場管理費

の率に含まれる。

技術管理費を

設計計上

費用は現場管理費

の率に含まれる。

概ね施工規模

が10本程度

施工工程協議

立会承諾

監督員協議


